
 

＜ごあいさつ＞ 

横浜市青葉区で唯一の精神科病院として、江田記

念病院は開院 7年目を迎えました。 

このたび通常の外来とは別に、新たに 「物忘れ    

外来」を開設することとなりました。 

「物忘れ」が気になる方、あるいは御家族の「物忘

れ」に伴う様々な症状でお困りの方々、 是非お気軽

にご相談ください。 

 

精神科部長  大迫 正行

院長  渋谷 正直

 

 

 

 

 

当院の「物忘れ外来」は完全予約制です。    

受診前に必ず下記にお電話ください。 

江田記念病院  045-912-0111 

相談室のスタッフがお話をお伺いし、病状を

確認の上、診察日を予約いたします。              

（予約は 1 ヵ月前から受け付けています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   江 田 記 念 病 院

「「物物忘忘れれ外外来来」」ののごご案案内内    

平成 22 年 9 月より 

「物忘れ外来」（完全予約制） 

が始まります。 

＜診察と検査＞ 

― 問診・診察― 

患者さんやご家族からこれまでの経過や現在の

症状について詳しくお話を聞きます。 
 

― 検査― 

・血液生化学検査、頭部 CT、心電図 

 

・認知機能検査  

→ 長谷川式 HDS-R ・ MMSE・ COGNISTAT 
 

・ABI   

→脳や心臓の血管の動脈硬化の程度を調べます 

 

・頭部 MRI や脳血流検査（SPECT）につきましては

関連医療機関にての検査となります。 

「物忘れ外来」を受診するには？ 



 

① 「物忘れ」が加齢に伴う自然（生理的）なものか 

あるいは老人性うつ病、認知症、脳血管障害等の

内科疾患など病気による「物忘れ」 なのか を鑑別

し治療します。 
 

② 認知症の周辺症状（幻覚・妄想・不穏・せん妄・ 

徘徊など）の治療をします。 
 

＜その他＞ 

・認知症患者への対応の仕方やアドバイス 

・成年後見制度利用のための鑑定 

・認知症患者の介護疲れでストレスを抱えた御家族の

心理的ケア                               （臨床心理士） 

・社会サービス（介護保険・ショートステイ・デイケア等）

の利用の案内                     （精神保健福祉士） 

 

＜成年後見制度とは？＞ 

認知症等により判断力が低下し、不動産や預貯金等の 

財産管理や介護サービスや施設への入所の契約や 

遺産分割の協議をしたりすることが難しい場合があり 

ます。 また、自分に不利益な契約をよく判断ができずに 

してしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。 

このような判断能力の不十分な方々を保護し支援する 

のが「成年後見制度」です。 

 

ご自身でこんな症状が気になる方、 

・ 大切な約束を忘れたり、物を失くすことが増えた。 

・ 人や物の名前が思い出せない。 

・ 元気がなく、趣味に興味が持てなくなった。 

・ 以前に比べて献立をたてられない等、家事が思うよう

にできなくなった。 

 
患者さんのご家族や周りの方が、                

こんな症状に気づいたら ．．．。 

・ 数分前起きたことや最近の出来事を忘れてしまう。 

・ 同じ話を繰り返したり、何回も同じことを聞き返す。 

・ 「財布や物を盗まれた」と騒ぎ、他人のせいにする。 

・ 話のつじつまが合わなかったり、取り繕うようになる。 

・ 服装に気を使わなくなった、お化粧をしなくなる。 

・ 薬の管理ができなくなった。 

・ 以前より怒りっぽくなった、性格が変わった。 

（患者さんのことをよく御存じの方が 一緒に来院してください） 

 

 

＜アクセス＞ 

東急田園都市線「江田」駅より徒歩 2分                

（渋谷駅まで 30 分、横浜駅まで 35 分） 

 

医療法人社団明芳会 江田記念病院  
心療内科・精神科

〒225-0012    横浜市青葉区あざみ野南 1-1

TEL:  045－912-0111

FAX :  045－910-5646

http://www.ims.gr.jp/edakinen/

「物忘れ＝認知症」とは限りません。           
 中にはよくなる「物忘れ」もあります。 

 

いずれも早期発見・早期治療が重要です。 

－当院の物忘れ外来では－ － どんな方が対象？－ 


